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南陽市障がい者計画・障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期）  

概要版【令和６～８年度】 

■ 計画策定の背景と趣旨    

・持続可能で多様性のあるインクルーシブ社会の実現を目指すＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）。その基

本理念は、「誰一人取り残さない」というものであり、国の方針として障がいの有無に関係なく、国民全

員が互いに尊重しあい支え合う共生社会を目指しています。 

・国内においては、令和３年の東京夏季パラリンピック競技大会を通じて、「心のバリアフリー」と「ユ

ニバーサルデザインの街づくり」が進みました。一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、特に

障がい者や弱い立場にある人々にとっては、交流や見守り、相談の機会が失われ、孤独や孤立の問題が

顕在化する契機となりました。 

・南陽市では、国の制度改正や社会情勢の変化に合わせて、障がい者が住み慣れた地域で社会参加でき

る地域社会を目指します。地域住民、関係機関、行政等が協働しながら、障がいのある人もない人も、

互いの個性を認め合い尊重し、同じ地域の一員としてともに生きる地域社会（共生社会）の実現に向け、

本計画を策定するものです。 

 

■ 法令等の根拠及び計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 各計画の期間   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

令和 

１１年度 

障がい者計画 
      

障がい福祉 
計画 

第７期   第８期   

障がい児福祉 
計画 

第３期   第４期   

障害者総合支援法・児童福祉法 障害者基本法 

南陽市における一体的な障がい福祉施策の推進 

南陽市障がい者計画 
南陽市障がい福祉計画（第７期） 

南陽市障がい児福祉計画（第３期） 

障がいのある人の状況等を踏まえ、

障がい福祉施策の方向性を示す総合

的な計画 

障がい福祉サービス、相談支援、計画

相談支援及び、地域生活支援事業の実

施にかかる目標や必要量を定める計画 
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障がいの有無に関わらず、住み慣れた地域で誰一人取り残されことなく、共に支

え合いながら、自分らしく生きられる地域共生社会を目指して 

１．障がい者計画の体系     
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（基本理念） 

重点施策 主な活動方針 

１．障がい者の職業リハビリテーション等 
２．雇用の促進、福祉的就労の充実 
３．農福連携の推進 
４．事業者の障がい理解・差別解消の啓発 

１．障がいに関する啓発活動の推進 
２．関係機関のネットワークの形成 

１．スポーツ・レクリエーション活動の促進 
２．芸術文化活動の振興、ボランティア活動 
３．観光バリアフリーの促進 

１．障がい者差別の解消 
２．権利擁護のための取組の促進 
３．成年後見制度の周知啓発 

1.3尊厳の保持と権利擁護 

1.2雇用・就労の促進 

1.1社会参加活動の促進 

1.4障がい及び障がい者に対する理解促進 

（基本的視点） 

視点 1.自分らしい生活をするために 

視点 2.共生社会を実現するために 

2.1相談支援体制・地域包括ケアの拡充 

2.2地域生活の支援と保健サービスの充実 

１．ケアマネジメントの実施 
2．精神障がい者にも対応した地域包括 
ケアシステムの整備・拡充 

１．市町村地域生活支援事業の充実 
２．精神疾患の予防と早期治療の推進 
３．精神障害者への切れ目のない移行定着支援 

2.4福祉用具等の利用支援 

2.3地域生活支援のための施設等の整備 
１．施設整備の促進 
２．移動支援・交通環境の整備 

１．福祉機器等の利用の推進 
２．身体障害者補助犬による学校福祉支援 

視点 3.安心して生活をするために 

3.2地域リハビリテーションの体制整備 

3.1 バリアフリー・ユニバーサルデザインの
普及・推進 

3.3防犯・防災対策の充実 

1．住環境のバリアフリー化の推進 
2．ICT活用等情報のバリアフリー化の推進 
3．公共施設のバリアフリー化の推進 

１．関係機関のネットワークの形成 

１．関係機関のネットワークの形成 

２．災害発生時の支援体制等の整備 

３．個別避難計画の作成 

4.2専門的で質の高い早期発見・早期療育 
体制の強化 

視点 4.子どもの力を育み伸ばすため
に 

4.3教育・育成の充実 

4.1地域における支援体制の充実強化 

１．関係機関のネットワークの形成 

２．障がい児への包括的支援の推進 

３．仲間づくりの支援 

１．障がい児に対する学習支援体制の充実 
２．障がい児に対する就学支援体制の整備 
３．関係機関との連携強化による切れ目ない 
支援の拡充 

１．早期療育体制の整備 
２．相談支援の拡充 
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２.障がい福祉計画・障がい児福祉計画の体系   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・・・・・障がい福祉サービス・・・・・ 

○訪問系サービスの利用者数、利用時間数 

・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 

・行動援護 ・重度障がい者等包括支援 

 

○日中活動系サービスの利用者数、利用日数 

・生活介護 ・自立訓練（機能訓練、生活訓練） 

・就労移行支援 ・就労継続支援（A型、B型） 

・就労定着支援    

・療養介護 ・短期入所（福祉型、医療型） 

 

〇居住系サービスの利用者数、利用日数等 

・自立生活援助 ・共同生活援助  

・施設入所支援 

 

〇相談支援の利用者数 

・計画相談支援  

・地域移行支援 ・地域定着支援 

 

〇居住系・相談系サービス見込量のうち、 

精神障がい者の内数 

 

・・・・その他個別施策分野の指標・・・・ 

〇地域生活支援拠点の検証及び 

コーディネーター配置  

〇基幹相談支援センターや自立支援協議会 

の活動状況 

〇協議会の専門部会の設置数・実施回数等 

 

・・・・・障がい児福祉サービス・・・・ 

〇障がい児通所支援の利用児童数、利用日数 

・児童発達支援  ・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

 

〇障がい児訪問支援の利用児童数、利用日数 

・居宅訪問型児童発達支援  

 

〇障がい児相談支援の利用者数 

・障がい児支援利用援助  

・医療的ケア児等コーディネーターの配置 

（基本目標） （活動指標） 

障がい児支援の提供体制の整備 
○児童発達支援センターの設置 

○保育所等訪問支援を利用できる体制 

○重症心身障がい児を支援する児童

発達支援事業所及び放課後デイサ

ービスを確保 

○医療的ケア児が適切な支援を受けら

れる保健、医療、福祉、保育、教育等

の関係機関の協議の場での連携 

〇医療的ケア児等コーディネーターの

配置 

 

施設入所者の地域生活への移行 
○地域生活移行者数 
○施設入所者の削減 

 
精神障がいにも対応した地域包括
ケアシステムの構築 
○保健、医療、福祉関係者による協議

の場の設置 

 

福祉施設から一般就労への移行 
○就労移行支援事業等の利用者の一

般就労移行率の増加（就労移行支援

事業、就労継続支援Ａ型、Ｂ型） 

〇就労移行支援事業等を通じた一般就

労移行者のうち就労定着支援事業の

利用率 

（成果目標） 

1.障がい
者等の自
己決定の
尊重と意
思決定の
支援 

2.市を基
本とした
身近な実
施主体と
障がい種
別によら
ない一元
的なサー
ビス提供 

3.地域生
活への移
行等の課
題に対応
したサー
ビス提供
体制の整
備 

4.地域共
生社会の
実現に向
けた取組 

5.障がい
児の健や
かな育成
のための
発達支援 

相談支援体制の充実・強化に向け

た取組 
〇総合的・専門的な相談支援 

〇地域の相談支援体制の強化 

6.障がい
福祉人材
の確保 

7.障がい
者の社会
参加を支
える取組 

障がい者の地域生活の支援 
○地域生活支援拠点の整備及び機能

の充実 

障がい福祉サービスの質を向上さ

せるための取組 

〇障がい福祉サービスに係る研修への

参加 

〇障害者自立支援審査支払システム

等の審査結果の分析共有 

 

発達障がい者等支援の促進 
〇ペアレントトレーニング等の支援プロ

グラム、ピアサポートの取組 
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３．成果目標 

（１）福祉施設から地域生活への移行促進 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

（３）地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実 

（４）福祉施設から一般就労への移行目標 

 

 

項 目 数 値 考え方 

現時点の施設入所者数（A） 54人 令和 4年度末の施設入所者数 

目標年度の施設入所者数（B） 50人 令和 8年度末時点の利用人数 

【目標値】削減見込（A-B） 

（（Ａ）－（Ｂ））／（Ａ） 

４人 
差引減少見込み数（５％以上とする） 

7.41％ 

【目標値】地域生活移行者数（Ｃ）    

（Ｃ）／（Ａ） 

４人 施設入所からＧＨ等へ移行した者の数

（６％以上）※により 7.4% 

項 目 数 値 考え方 

関係機関等が連携を図るための協

議の場を設置 
１ 令和８年度末の数 

項 目 数 値 考え方 

地域生活支援拠点等の整備 ３か所 令和 5年度末までの整備数 

地域生活支援拠点の人員やネッ

トワークの整備 
R9年 3月 

コーディネーターや事業所等の担当者、支

援ネットワーク等による効果的な支援体制

及び緊急時の連絡体制の整備時期 

地域生活支援拠点等の運用状況

の検証及び検討 
１回 年 1回以上行う 

強度行動障がいを有する障がい

者に関する支援体制の整備 
R9年 3月 

強度行動障がいを有する障がい者の支援ニ

ーズの把握と支援体制の整備 

〇一般就労移行者数 

項 目 数 値 考え方 

現在の年間一般就労移行者数

（Ａ） 
2人 

令和 3年度中に福祉施設を退所し、一般就労し

た者の数 

【目標値】福祉施設から一般就労

への移行者数（Ｂ） 
６人 

令和 8年度中に福祉施設を退所し、一般就労に

移行する者の数 

増加率（Ｂ）／（Ａ） 1.5 （1.28倍以上とする） 
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（５）障がい児支援の提供体制の整備 

 

〇就労移行支援事業利用者数 

項 目 数 値 考え方 

現在の就労移行支援事業利用者の

年間一般就労移行者数（Ｃ） 
０人 

就労移行支援事業の利用者のうち、令和 3年度

中に一般就労に移行した者の数 

【目標値】就労移行支援事業利用

者の年間一般就労移行者数（Ｄ） 
２人 

就労移行支援事業の令和 8年度中における利用

者のうち一般就労移行者数 

増加率（D）／（Ｃ） 皆増 1.3１倍以上とする 

〇就労継続支援Ａ型事業利用者数 

項 目 数値 考え方 

現在の就労継続支援 A 型事業利用

者の年間一般就労移行者数（E） 
１人 

就労継続支援 A 型利用者のうち、令和 3 年度中

に一般就労に移行した者の数 

【目標値】就労継続支援 A 型事業利

用者の年間一般就労移行者数（F） 
２人 

就労継続支援 A 型利用者のうち、令和 8 年度中

に一般就労に移行した者の数 

増加率（F）／（E） 2.0 （概ね 1.29倍以上とする） 

〇就労継続支援Ｂ型事業利用者数 

項 目 数値 考え方 

現在の就労継続支援 B型事業利用

者の年間一般就労移行者数（G） 
１人 

就労継続支援 B型利用者のうち、令和 3年度中

に一般就労に移行した者の数 

【目標値】就労継続支援 B型事業利

用者の年間一般就労移行者数（H） 
２人 

就労継続支援 B型利用者のうち、令和 8年度中

に一般就労に移行した者の数 

増加率（H）／（G） 2.0 （概ね 1.28倍以上とする） 

〇就労定着支援事業利用者数 

項 目 数値 考え方 

現在の就労定着支援事業の年間利用者数（I） ０人 令和３年度の就労定着支援事業の利用者数 

目標年度の就労定着支援事業の年間利用者（J） １人 令和８年度の就労定着支援事業の利用者数 

増加率 （J）／ （I） 皆増 （1.41倍以上とする） 

項 目 数 値 考え方 

児童発達支援センターの設置 １か所 令和８年度末の設置数 

障がい児の地域社会への参加・包容 

（インクルージョン）の推進体制整備 
 令和８年度末まで推進体制整備 

主に重症心身障がい児を支援する 

（児童発達支援事業所の確保） 
２か所 

令和８年度末の事業所数 

（放課後等デイサービス事業所の確保） ２か所 

医療的ケア児支援のため関係機関等が連携を図る

ための協議の場の設置 
設置継続 令和８年度末までの設置 

医療的ケア児等コーディネーターの配置 １人 令和８年度末までの配置 
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（６）相談支援体制の充実・強化に向けた取組 

 

（７）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

 

 

内容 単位 ６年度 ７年度 ８年度 推計の考え方 

基幹相談支援センターによる

地域の相談支援事業所に対す

る訪問等による専門的な指

導・助言件数 

回 15 15 15 

6年度以降の設置・稼働を想定。

（地域の相談支援事業所数）×（平

均指導・助言回数）指導には相談支

援部会における事例検討(各事業所

年１件×部会 3回)と困難ケースへ

の助言を想定(1事業所あたり 2件

／年)。3事業所×（１件×３回＋

２件）＝15件 

基幹相談支援センターによる

地域の相談支援事業所の人材

育成の支援件数 

回 3 3 3 

6 年度以降の設置・稼働とし、相談

支援部会(年 3 回)における事例検討

や GSV研修を想定。 

基幹相談支援センターによる

地域の相談機関との連携強化

の取組の実施回数 

回 3 3 3 

6 年度以降の設置・稼働とし、相談

支援部会(年 3 回)における事例検討

や GSV研修を想定。 

基幹相談支援センターによる

個別事例の支援内容の検証の

実施回数 

回 1 1 1  

基幹相談支援センターにおけ

る主任相談支援専門員の配置

数 

人 1 1 1  

協議会における相談支援事業

所の参画による事例検討実施

回数・参加事業者、機関数 

回 3 3 3 

相談支援部会における事例検討を想

定、３事業所、各 1名参加、部会 3

回／年 

者 9 9 9  

協議会の専門部会の設置数・ 

実施回数 

部会 2 2 2  

回 5 5 5  

項 目 数値等 考え方 

県等が実施する障がい福祉サービス等に係る

研修への市職員の参加人数 
８人 令和８年度の延べ参加人数（人・日） 

障害者自立支援審査支払等システムによ

る審査結果を分析し、共有する体制 
有 令和８年度の状況 

障害者自立支援審査支払等システムによる

審査結果を分析し、共有する場の実施回数 
１回 令和８年度の実施回数 
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４．市で実施している地域生活支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 計画の進行管理  

１．計画の評価と見直し 

成果目標及び活動目標等については、少なくとも１年に１回その実績を把握し、障がい者施策や

関連施策の動向もふまえながら、障がい福祉計画の中間評価として分析・評価を行います。この中

間評価等の結果をふまえ、必要があると認めるときは、計画の変更や見直し等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南陽市障がい者計画・障がい福祉計画（第７期） 

障がい児福祉計画（第３期） 概要版 

発 行 日：令和６年３月 

発行・編集：南陽市 福祉課 すこやか子育て課 

〒９９９－２２９２ 山形県南陽市三間通４３６番地の１ 
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 必須事業  

・理解促進研修・啓発事業 

・相談支援事業 

・成年後見制度利用支援事業 

・コミュニケーション支援事業 

 （意思疎通支援事業） 

・日常生活用具給付等事業 

・移動支援事業 

・地域活動支援センター機能強化事業 

 

任意事業 

・日中一時支援事業 

・福祉ホーム事業 

・自動車改造助成事業 

・訪問入浴サービス事業 
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